
○東大阪市廃棄物の減量推進、適正処理等に関する条例施行規則
平成５年４月１日東大阪市規則第22号

東大阪市廃棄物の減量推進、適正処理等に関する条例施行規則
東大阪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（昭和47年東大阪市規則第45号）の全部を改正する。
（趣旨）

第１条　この規則は、東大阪市廃棄物の減量推進、適正処理等に関する条例（平成５年東大阪市条例第３号。以下「条例」という。）の施行について必要
な事項を定め、併せて廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和45年法律第137号。以下「法」という。）第７条第１項及び第６項の許可に関する手続き
その他必要な事項について定めるものとする。
（一般廃棄物処理の申込み）

第２条　土地又は建物の占有者が新たにごみの処理を受けようとするときは、あらかじめ、一般廃棄物（ごみ）処理申込書（様式第１）により市長に申し込
まなければならない。

２　土地又は建物の占有者が新たにし尿の処理を受けようとするときは、一般廃棄物（し尿）処理申込書（様式第２）により、市長に申し込まなければならな
い。世帯の人員に変更が生じたとき、又はし尿の処理を受けることを停止しようとするときも同様とする。
（特定事業者）

第２条の２　条例第11条第１項に規定する特定事業者は、次の各号に掲げる者とする。
(１)　1,000平方メートル以上の店舗面積（大規模小売店舗立地法（平成10年法律第91号）第２条第１項に規定する店舗面積をいう。）を有する店舗をもっ
て小売業を営む者

(２)　医療法（昭和23年法律第205号）第１条の５第１項に規定する病院のうち患者200人以上の収容施設を有するものを開設している者
(３)　学校教育法（昭和22年法律第26号）第50条に規定する高等学校、同法第83条に規定する大学及び同法第108条第２項に規定する短期大学を設置
している者

(４)　3,000平方メートル以上の延べ面積を有する興行場、遊技場、集会場若しくは旅館においてそれぞれこれらの営業を行う者又は3,000平方メートル
以上の延べ面積を有する事務所において業務を行う者

（廃棄物管理責任者の届出）
第２条の３　条例第11条第２項に規定する廃棄物管理責任者の届出は、廃棄物管理責任者選任届（様式第２の２）により市長に届け出なければならな
い。
（一般廃棄物減量計画書の届出）

第２条の４　条例第11条第３項に規定する事業系一般廃棄物の減量及び適正な処理に関する計画の届出は、一般廃棄物減量計画書（様式第２の３）に
よりこれを作成し、市長に届け出なければならない。
（事業系一般廃棄物保管場所を設置しなければならない事業者）

第２条の５　条例第21条第２項に規定する規則で定める事業者は、敷地面積が1,000平方メートル以上である事業所において事業を行う者とする。
（事業系一般廃棄物保管場所の設置基準）

第２条の６　条例第21条第２項に規定する事業系一般廃棄物保管場所は、次の各号に掲げるところに従い設置しなければならない。
(１)　一般廃棄物を十分に収納し、その種類に応じた適切な保管ができること。
(２)　一般廃棄物の搬入、搬出等の作業が安全かつ容易にできること。
(３)　一般廃棄物が飛散し、流出し及び地下に浸透し、悪臭が発散し、並びに雨水が流入するおそれがないようにすること。
(４)　ねずみが生息し、蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。
（一般廃棄物保管場所を設置しなければならない建築者）

第２条の７　条例第22条第２項に規定する規則で定める建築者は、住宅の戸数が30戸以上である共同住宅を建築しようとする者とする。
（建築物の一般廃棄物保管場所の設置基準）

第２条の８　条例第22条第２項に規定する一般廃棄物の保管場所は、次の各号に掲げるところに従い設置しなければならない。
(１)　共同住宅の区分に応じ必要な面積を確保すること。
(２)　当該建築物が住宅と併せて住宅以外の用にも供されるものであるときは、住宅から排出される一般廃棄物とその他の廃棄物を区分して保管できる
ものであること。

(３)　一般廃棄物の搬入、搬出等の作業が安全かつ容易にできること。
(４)　一般廃棄物が飛散し、流出し及び地下に浸透し、悪臭が発散し、並びに雨水が流入するおそれがないようにすること。
(５)　ねずみが生息し、蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること。

２　市長は、前項各号に掲げる基準について、その具体的細目を別に定めるものとする。
（許可の申請）

第３条　法第７条第１項の許可又は同条第２項の許可の更新を受けようとする者は一般廃棄物収集運搬業（許可・許可更新）申請書（様式第３）を、同条
第６項の許可又は同条第７項の許可の更新を受けようとする者は一般廃棄物処分業（許可・許可更新）申請書（様式第４）を市長に提出しなければなら
ない。

２　法第７条第１項の許可を受けた者（以下「一般廃棄物収集運搬業者」という。）又は同条第６項の許可を受けた者（以下「一般廃棄物処分業者」という。）
は、法第７条の２第１項の許可を受けようとするときは、変更許可申請書（様式第５）を市長に提出しなければならない。
（許可証の交付）

第４条　市長は、法第７条第１項の許可又は同条第２項の許可の更新を行ったときは一般廃棄物収集運搬業許可証（様式第６）を、同条第６項の許可又
は同条第７項の許可の更新を行ったときは一般廃棄物処分業許可証（様式第７）を交付する。

２　前項の規定は、法第７条の２第１項の許可を行った場合に準用する。
３　第１項に規定する一般廃棄物収集運搬業許可証及び一般廃棄物処分業許可証は、他人に譲渡し、又は貸与してはならない。
（条件）

第５条　市長は、法第７条第１項の許可を行うときは次の各号に掲げる条件を、同条第６項の許可を行うときは第１号及び第６号に掲げる条件を付するも
のとする。
(１)　自己の名義をもって、他人にその営業をさせないこと。
(２)　届け出た車両を変更したときは、速やかに変更手続きを行うこと。
(３)　一般廃棄物を市長の指定する施設へ搬入するときは、各施設の受入基準を遵守するとともに、施設運営に支障をきたす廃棄物を搬入しないこと。
(４)　市域外の廃棄物を本市の指定する施設へ搬入しないこと。
(５)　使用届出車両は、廃棄物、汚水等が飛散したり、悪臭の漏れるおそれのないような構造にすること。
(６)　その他市長が必要と認める条件
（変更事項等の届出）

第６条　一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、法第７条の２第３項の規定による届出を行おうとするときは、変更事項等届出書（様式第
８）を市長に提出しなければならない。
（許可証の再交付）

第７条　一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、一般廃棄物収集運搬業許可証又は一般廃棄物処分業許可証を亡失し、又は識別が困
難な程度にき損し、若しくは汚損したときは、遅滞なくその旨を市長に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。

２　前項の一般廃棄物収集運搬業許可証又は一般廃棄物処分業許可証の再交付を受けようとする者は、許可証再交付申請書（様式第９）を市長に提出
しなければならない。
（事業の停止の通知）

第８条　市長は、法第７条の３の規定により一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者に対し、その事業の停止を命じる場合は業務停止命令書
（様式第10）により通知するものとする。
（許可の取消しの通知）

第８条の２　市長は、法第７条の４の規定により一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者に対し、その許可を取り消す場合は許可取消書（様
式第11）により通知するものとする。
（許可証の返還）

第９条　一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、次の各号のいずれかに該当するときは、一般廃棄物収集運搬業許可証又は一般廃棄
物処分業許可証を返還しなければならない。
(１)　法第７条第２項又は第７項に規定する期間が満了したとき。
(２)　法第７条の４の規定により許可が取り消されたとき。
(３)　事業を廃止したとき。

２　一般廃棄物収集運搬業者又は一般廃棄物処分業者は、法第７条の３の規定によりその業務の全部の停止を命じられた場合は、当該業務の停止期間
が満了するまで一般廃棄物収集運搬業許可証又は一般廃棄物処分業許可証を市長に返還しておかなければならない。
（実績報告書の提出）

第10条　次の各号に掲げる者は、当該各号に定める書類を毎月ごとに作成し、翌月の10日までに市長に提出しなければならない。
(１)　一般廃棄物収集運搬業者のうちごみの収集又は運搬を行う者　一般廃棄物（ごみ）収集運搬業務実績報告書（様式第12）
(２)　一般廃棄物収集運搬業者のうちし尿の収集又は運搬を行う者　一般廃棄物（し尿）収集運搬業務実績報告書（様式第13）
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(３)　一般廃棄物処分業者のうちごみの処分を行う者　一般廃棄物（ごみ）処分業務実績報告書（様式第14）
（大型ごみ処理手数料の額）

第10条の２　条例別表の規則で定める額は、同表に規定する大型ごみ（以下「大型ごみ」という。）の幅、奥行及び高さの合計が３メートル以下の場合は
400円とし、３メートルを超える場合は800円とする。
（し尿処理手数料の算定方法）

第11条　条例別表に規定する手数料（以下「手数料」という。）のうちし尿の処理に係るもの（以下「し尿処理手数料」という。）は、便槽を常時使用する人員
により算定する。

２　２以上の世帯が一の便槽を使用する場合は、世帯数に応じた便槽があるものとみなして、それぞれの世帯についてその属する人員によりし尿処理手
数料を算定する。

３　一の世帯が２以上の便槽を使用する場合は、当該世帯に属する人員を各便槽ごとに配分し、配分された人員による各便槽ごとのし尿処理手数料を合
算して当該世帯についてのし尿処理手数料を算定する。この場合において、各便槽ごとの人員の配分は、市長が別に定める。

４　常時使用する人員が特定できない便槽に係るし尿処理手数料の算定については、処理を行うし尿の量に従い算定する。
（手数料の加算）

第12条　条例第29条第３項の規定により手数料を加算する割合は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(１)　し尿処理手数料のうち人員により算定するものについて、水洗い等により使用人員に比べてし尿の収集量が著しく多いと認められる場合　し尿処理
手数料の５割相当額

(２)　車両の通行が著しく困難なため、収集用ホースを60メートル以上使用してし尿を収集しなければならない場合　し尿処理手数料の５割相当額
(３)　下水道法（昭和33年法律第79号）第２条第８号に規定する処理区域内において、同法第11条の３第１項に規定する期限を経過した後にし尿を収集
する場合（同条第３項ただし書に該当する場合を除く。）　し尿処理手数料の５割相当額

(４)　早朝又は夜間でなければ収集できない場合　し尿処理手数料の５割相当額
(５)　降雨により便槽が浸水した場合（災害救助法（昭和22年法律第118号）が適用された場合又はこれに類する場合であって、市長が認めたときを除
く。）　し尿処理手数料の５割相当額

（手数料の徴収等）
第12条の２　手数料のうちごみ（事業系一般廃棄物に限る。）の処理に係るものは、その都度徴収するものとする。ただし、市長が特別の理由があると認
めるときは、この限りでない。

２　手数料のうちごみ（大型ごみに限る。）の処理に係るものは、当該ごみの処理をする時までに徴収する。この場合において、市長は、手数料を徴収した
ときは、大型ごみ処理券を交付する。

３　大型ごみの処理を受けようとする者は、前項の大型ごみ処理券を排出する大型ごみに貼付しなければならない。
４　手数料のうち動物の死体の処理に係るものは、その都度徴収する。
５　し尿処理手数料は、定期の処理に係るものは２月分を一括して徴収し、臨時の処理に係るものはその都度徴収するものとする。ただし、市長が特別の
理由があると認めるときは、この限りでない。
（し尿処理手数料の免除）

第13条　市長は、条例第30条の規定により次の各号のいずれかに該当する場合は、し尿処理手数料を免除することができる。
(１)　災害救助法が適用された場合で、当該災害により被害を受けたとき。
(２)　災害（火災を含む。以下同じ。）により家屋又は家財について受けた損害の額（当該災害を受けたことにより支払われる保険金、損害補償金等によ
り補填されるべき金額を除く。）が、当該災害を受ける前の家屋又は家財の価額の２分の１以上である世帯である場合

(３)　時間雨量が20ミリメートルを超える降雨により便槽に浸水した場合で、当該便槽が市長が別に認定する区域内にあるとき。
(４)　火災による消防活動の放水のため便槽が浸水した場合

２　し尿処理手数料の免除を受けようとする者は、当該免除を受けようとする事由を証明する書類を添付してし尿処理手数料免除申請書（様式第16）を市
長に提出しなければならない。

３　市長は、し尿処理手数料の免除を承認したときは申請者に対してし尿処理手数料免除承認書（様式第17）を、承認しなかったときはし尿処理手数料免
除不承認書（様式第18）を交付するものとする。
（審議会の会長及び副会長）

第14条　条例第32条第１項の東大阪市廃棄物減量等推進審議会（以下「審議会」という。）に、会長及び副会長を置く。
２　会長は、委員のうちから委員の互選により、副会長は会長の指名により定める。
３　会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
４　副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
（会議）

第15条　審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
２　審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ、開くことができない。
３　審議会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
（会議の特例）

第16条　会長は、特に緊急を要するため審議会を招集する時間的余裕がないことが明らかである場合その他やむを得ない事由のある場合は、委員に議
案の概要を記載した書面を送付し、又は議案の概要を記録した電磁的記録（電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができな
い方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。）を送信した上で賛否その他の意見を徴することにより審議会
の会議に代えることができる。

２　前条第２項及び第３項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同条第２項中「出席しなければ、開く」とあるのは「書面又は次条
第１項に規定する電磁的記録により意見を提出しなければ、成立させる」と、同条第３項中「出席委員」とあるのは「意見を提出した委員」と、「議長」とあ
るのは「会長」と読み替えるものとする。
（関係者の出席等）

第17条　審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。
（庶務）

第18条　審議会の庶務は、環境部において処理する。
（審議会の運営に関する事項）

第19条　第14条から前条までに定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附　則

１　この規則は、公布の日から施行する。
２　この規則の施行の際、現に改正前の東大阪市廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則（以下「旧規則」という。）の規定に基づいて市長に提出さ
れている申請書については、この規則の相当規定に基づいて提出されている申請書とみなす。

３　この規則の施行の際、現に旧規則の規定に基づいて交付されている許可証その他の書類で、その効力を有するものについては、この規則の相当規定
に基づいて交付されている許可証その他の書類とみなす。

附　則（平成５年12月１日規則第58号）
この規則は、平成６年４月１日から施行する。

附　則（平成６年７月31日規則第39号）
この規則は、平成６年８月１日から施行する。

附　則（平成16年11月15日規則第55号）
この規則は、平成17年４月１日から施行する。

附　則（平成19年12月18日規則第71号）
この規則は、平成20年４月１日から施行する。ただし、第１条、第３条、第４条、第５条、第８条、第８条の２、第９条及び様式の改正規定は公布の日か

ら、第２条の２の改正規定は平成19年12月26日から施行する。
附　則（平成25年３月15日規則第６号）

この規則は、公布の日から施行する。
附　則（平成28年３月31日規則第39号）

１　この規則は、平成28年４月１日から施行する。ただし、第13条中東大阪市児童福祉法施行細則第12条第５項の改正規定及び第23条中東大阪市営産
業施設条例施行規則第６条第１項の改正規定は、公布の日から施行する。

２　この規則による改正前のそれぞれの規則の様式により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をしたうえ、この規則による改正後のそれぞれの規則
の様式により作成した用紙として使用することができる。

附　則（平成28年３月31日規則第58号）
１　この規則は、平成28年４月１日から施行する。
２　東大阪市廃棄物の減量推進、適正処理等に関する条例（平成５年東大阪市条例第３号）第32条第４項の規定による委嘱後最初の審議会の会議の招
集及び会長が選出されるまでの間における審議会の運営は、市長が行う。

附　則（平成29年３月17日規則第３号）
この規則は、平成29年４月１日から施行する。

附　則（平成30年３月22日規則第２号）
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この規則は、平成30年８月１日から施行する。
附　則（令和３年３月29日規則第28号）

１　この規則は、令和３年４月１日から施行する。
２　改正前の様式第16により作成した用紙は、当分の間、所要の調整をしたうえ、改正後の様式第16により作成した用紙として使用することができる。

附　則（令和３年３月31日規則第50号）
この規則は、令和３年４月１日から施行する。

附　則（令和３年12月28日規則第105号）
１　この規則は、令和４年４月１日から施行する。
２　この規則の施行の際現に交付されている改正前の様式第６又は様式第７の規定による許可証は、それぞれ改正後の様式第６又は様式第７の規定に
よる許可証とみなす。

様式第１（第２条第１項関係）

様式第２（第２条第２項関係）



様式第２の２（第２条の３関係）



様式第２の３（第２条の４関係）

様式第３（第３条第１項関係）



様式第４（第３条第１項関係）



様式第５（第３条第２項関係）



様式第６（第４条第１項関係）



様式第７（第４条第１項関係）



様式第８（第６条関係）

様式第９（第７条第２項関係）



様式第10（第８条関係）

様式第11（第８条の２関係）



様式第12（第10条第１号関係）



様式第13（第10条第２号関係）

様式第14（第10条第３号関係）



様式第15　削除
様式第16（第13条第２項関係）

様式第17（第13条第３項関係）

様式第18（第13条第３項関係）




